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注１ 同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは総合課税の対象とする。
２ 財務省ホームページより抜粋。

利子所得の課税の概要
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主要国の利子課税の概要
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配当課税の概要

注１ 「上場株式等の配当（大口以外）」とは、その株式等の保有割合が発行済株式又は出資の総数又は総額の３％未満である者が支払を受ける配当をいう。
２ この他、平成25年１月から平成49年12月までの時限措置として、所得税額に対して2.1％の復興特別所得税が課される。
３ 財務省ホームページより抜粋。
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主要国の配当課税の概要
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上場株式配当・譲渡益課税の変遷

注 財務省ホームページより抜粋。 7
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注１ 「第19回税制調査会参考資料」（平成30年10月23日）及び国税庁「申告所得税標本調査（税務統計からみた申告所得税の実態）」 より作成。
２ 負担率は、所得階級別の合計所得金額を分母に、源泉徴収税額と申告納税額の合計税額を分子にして算出した。
３ 所得金額があっても申告納税額のない者（例えば還付申告書を提出した者）は含まれていない。

また、源泉分離課税の利子所得、申告不要を選択した配当所得及び源泉徴収口座で処理された株式等譲渡所得で申告不要を選択したものも含まれていない。

○ 高所得者層ほど所得に占める株式等の譲渡所得の割合が高いことや、金融所得の多くは分離課税の対象になっていること等
により、高所得者層で所得税の負担率は低下。

○ 平成25年度改正において、上場株式等の譲渡所得等に対する10％（所得税：７％、住民税：３％）の軽減税率は平成25年12
月31日をもって廃止され、平成26年１月１日以後は20%（所得税：15%、住民税：５％）の税率が適用されている。

（合計所得階級）
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注１ 国税庁「申告所得税標本調査（税務統計からみた申告所得税の実態）」 より作成。
２ 過去５年分（平成25年分から平成29年分まで）の各合計所得階級ごとの平均を算出した。
３ 平均は、過去５年分の所得金額の合計を分母とし、過去５年分の株式等の譲渡所得等、配当所得等、利子所得等の金額の合計を分子として算出した。
４ 所得金額があっても申告納税額のない者（例えば還付申告書を提出した者）は含まれていない。

（合計所得階級）
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年代別金融資産保有残高について

注１ 「金融資産」は貯蓄現在高（負債現在高控除前）による。なお、「貯蓄現在高」は、郵便局・銀行・その他の金融機関への預貯金、生命保険・損害保険の掛金、
株式・債権・投資信託・金銭信託等の有価証券と社内預金などの金融機関外への貯蓄の合計。

２ 「第18回 税制調査会」（2018年10月17日）参考資料より抜粋。
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   　　　　注１ 総務省「平成29年度都道府県決算カード」より作成。
　　　２ 金融所得に係る税収は、各都道府県民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の合計税収である。
　　　

（単位：億円）
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財務省 「所得税の課税方式」 

（第 19 回税制調査会（2018 年 10 月 23 日）資料より） 

 

 

 

 

参考１ 
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所得税における貯蓄等に対する課税のあり方（イメージ）①

注 「第19回税制調査会 参考資料」（2018年10月23日）より抜粋。
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所得税における貯蓄等に対する課税のあり方（イメージ）②

注 「第19回税制調査会 参考資料」（2018年10月23日）より抜粋。
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金融庁 「平成 31 年度税制改正要望項目」 

 

 

 

 

参考２ 

18



19



20



21



22



23


